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施策説明会
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近畿経済産業局 

本資料は2月末時点の情報であり、
今後変更する可能性があります。
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（問い合わせ先） 地域経済部地域未来投資促進室 TEL：06-6966-6012

• 令和5年度の経済対策において、中堅・中小企業の持続的賃上げを伴う大規模成長投資を促進する補助制度を創設。計194件を採択（採択
倍率は約７倍）し、投資後３年間の平均賃上げ率は、15％以上。

• 令和６年度補正予算において、新規公募分として、３年・3,000億円の追加予算を計上。

予算額
国庫債務負担行為含む総額

3,000億円（既採択分）＋3,000億円（新規公募分）

（令和5年度補正予算額1,000億円、令和６年度補正予算額1,400億円）

事業スキーム
中堅企業等が行う工場等の拠点新設や大規模な設備投資を支援

補助上限 50億円（補助率1/3以下）

 
※10億円以上の投資、地域別の最低賃金の伸び率を超える賃上げ等が要件
※対象経費は、建物（拠点新設・増築）、機械装置、器具備品、ソフトウェア等

公募・採択結果（１・２次公募）

• 採択社数：194者（採択倍率約７倍）
（うち95%以上が東京以外での事業実施）

• 投資後３年間の平均賃上げ率：＋15.8％（＋5％／年）
• 平均投資額：50億円

• 大阪府、従業員1938名

• 食需要が広がるアジアを念頭に、
冷凍冷蔵ショーケースの新工場を
建設。

• 令和8年の事業完了後、３年間
で9.2％の賃上げにコミット。

株式会社フクシマガリレイ

株式会社アイ・テック西部技研株式会社

• 香川県、従業員1696名

• EV部品向けのパワー半導体の量
産のための生産ラインを構築。

• 令和8年の事業完了後、３年間で
9.4％の賃上げにコミット。

アオイ電子株式会社

• 福岡県、従業員数348名

• 主力事業である除湿機事業を強
化。コア部品である除湿ロータの生
産設備を増設。

• 令和９年の事業完了後、３年間
で約17.5％の賃上げにコミット。

• 静岡県、従業員数597名

• 岩手県に生産工場を新設。その
際、工場ラインの全自動化も実施
し、生産性を４割以上向上。

• 令和７年の事業完了後、３年間
で約26％の賃上げにコミット。

採択企業例事業概要

中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金
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• 成長投資計画書等の書面審査及び申請者（経営者等）によるプレゼンテーション審査を行います。

• それぞれの審査においては、以下ポイントを中心に審査を行います。

審査基準

※詳細は公募要領をご参照ください

（問い合わせ先） 地域経済部地域未来投資促進室 TEL：06-6966-6012
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（問い合わせ先） 地域経済部地域未来投資促進室 TEL：06-6966-6012
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（問い合わせ先） 地域経済部地域未来投資促進室 TEL：06-6966-6012

⚫ 3月10日(月) ：3次公募 開始 ※公募様式は3月17日(月)に公表予定です。

⚫ 4月28日(月) 17:00（厳守） ：3次公募 締切

⚫ 6月上中旬頃 ：プレゼンテーション審査（申請企業の経営者等が出席）

⚫ 6月下旬頃 ：採択発表（以降順次、交付決定）

【注意】スケジュールは、現時点での目安であり、今後変更となる場合があります。
最新の情報は、補助金事務局のホームページをご確認ください。

※ 3次公募のサポートセンターは公募開始に合わせて開設予定です。本事業に関する個別のお問い合わせについては、3次公募のサポートセン
ターの開設後にお問い合わせください。

※よくあるご質問については、事務局ホームページにFAQを設置する予定です。

※資料提出後、公募締め切り前に資料を再提出したい場合は、必ず事前に事務局サポートセンターへ問い合わせた上で、所定の手続により
再提出してください。
（事前の事務局への連絡が無い場合は、最初に提出された書類をもって審査いたします。）

※公募締め切り日の５営業日前までに提出された申請書類については、書類の不足や命名規則違反、ファイル破損、様式のエラーの有無を
事務局が確認し、不備が発覚した場合にはご連絡の上、公募期間内での再提出が可能ですので、お早めのご申請をお願いいたします。

スケジュール

https://seichotoushi-hojo.jp/
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中小企業成長加速化補助金

項目 内容

1 補助上限 ５億円（補助率1/2）

2 事業期間 交付決定日から24か月以内

3 対象者
売上高100億円を目指す中小企業

※売上高が10億円以上100億円未満

4 要件

① 「売上高100億宣言」を行っていること

② 投資額1億円以上

③ 賃上げ など

5 対象経費 建物費、機械装置費、外注費 等

6 その他 補助事業完了後、完了報告に基づき、事後評価を実施いたします

工場、物流拠点

などの新設・増築

量産体制構築に

向けた設備の導入

DX推進に向けた

情報システムの構築

【申請の流れ】

中小企業
※100億宣言実施

補助金事務局

①書面審査
②プレゼン審査会
    （外部有識者で構成）
  ー経営者のプレゼンを

有識者が定性評価

申請

採択

【申請のポイント(例)】

■経営力：経営者のビジョンやシナリオが明確であり、経営戦略上の補助事業の位置づけを踏まえて、飛
躍的な成長につながることが見込まれるか。外部・内部環境の認識（市場や顧客動向、自社の強み・
弱み、経営資源等の状況等）を踏まえた事業戦略となってるか。
（売上高成長率、付加価値増加率、売上高投資比率 等）

■波及効果：産業競争力の強化、イノベーションの創出、地域資源の活用、サプライチェーンへの効果な
ど波及効果が見込まれるか。賃上げへの取組、適切な取引姿勢、女性が活躍しやすい職場環境、BCP
への取組状況など。
（賃上げ率、地域未来牽引企業、パートナーシップ構築宣言 等）

■実現可能性：迅速に投資を実行できる財務状況や組織体制が整っており、金融機関などのコミットメ
ントが得られているか。
（ローカルベンチマーク、金融機関の審査への同席 等）

【概要】

3月に公募要領公表。申請受付開始は5月頃。
現時点の詳細はこちら→

• 賃上げへの貢献、輸出による外需獲得、域内の仕入による地域経済への波及効果が大きい売上高100億円超を目指す中小企業の大胆な投資を支援し
ます。

（問い合わせ先） 地域経済部地域未来投資促進室 TEL：06-6966-6012
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①企業概要

➁企業理念・経営者の意気込み

ー宣言を行う経営者・代表的な社員のコメントを記載。

③売上高100億円実現の目標と課題

ー100億円を目指していくことを表明。成長への動機付けや、

地域経済に対するコミットメント

④売上高100億円に向けた具体的な措置（取組）

ー目標達成に向けた課題や戦略などを記載。

【宣言のメリット】

✓ 宣言取得による補助金等の活用
- 成長加速化補助金
- 経営強化税制の拡充措置 など

✓ 経営者ネットワークへの参加
- 宣言を行った成長を目指す経営者が、地域・業種を超え
て繋がれるネットワークを構築。

✓ 宣言の公式ロゴマーク活用による自社ＰＲ
※商標登録出願中

各社の宣言内容を、ポータルサイト上で公表。
令和７年５月頃開設予定

【企業が宣言に記載する内容】

「100億宣言」について
～ 「売上高100億円を目指す！」 その「挑戦」を宣言しませんか？ ～

※宣言できる企業は、売上高10億円～100億円未案の中小企業です。

（問い合わせ先） 地域経済部地域未来投資促進室 TEL：06-6966-6012
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（参考）100億宣言の記載例

（問い合わせ先） 地域経済部地域未来投資促進室 TEL：06-6966-6012



中小企業成長加速化補助金（４/４）

①経営者の意思

「100億企業」を創出するメカニズムの構築

100億企業創出
に向けたメカニズム

➢ 気づきやシナジーを生むネットワーキング

➢ 経営者向け研修 など

➢ 中小企業成長加速化補助金

➢ 経営力強化税制の拡充

※租特法が成立した場合

➢ リスクマネー供給 など

➢急成長を支える人材確保（社長の右腕）

➢ 組織システムの高度化（CXO機能等）

③成長シナリオを

実現できる「組織」

②事業戦略を磨き

「売上高」を飛躍的に拡大

成長投資の後押し
「組織づくり」

「経営力」の向上

➢ 経営者の「気づき」のきっかけ（戦略的広報）

➢ 「100億宣言」による波及的拡大

機運醸成

10

（問い合わせ先） 地域経済部地域未来投資促進室 TEL：06-6966-6012
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（問い合わせ先） 産業部中小企業課 TEL：06-6966-6023

補助

（1/2）独立行政法人
中小企業基盤整備機構

中小
企業等国

補助

（基金）

※これまで実施してきた中小企業省力化投資補助事業のスキーム

基本要件
•企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦
※事業者にとって新製品（又は新サービス）を新規顧客に提供する新たな挑戦

であること
•付加価値額の年平均成長率+4.0%以上増加
•1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最賃の直
近5年間の年平均成長率以上、
又は給与支給総額の年平均成長率+2.5%以上増加
•事業所内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上水準
•次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等

対象経費
機械装置・システム構築費、建物費、構築物費、技術導入費、
専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、
知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費

事業実施期間
交付決定日から14か月以内（採択発表日から16か月以内）

補助率
1/2

事業スキーム

中小企業新事業進出促進事業 1,500億円
（中小企業省力化投資補助事業を再編）

事業の内容

事業目的
人手不足や賃上げといった昨今の経済社会の変化の中で、中小企業等が成長する過
程においては、既存事業の拡大に加え、新たな事業の柱となる新事業への挑戦が重要。
既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進
出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産
性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とする。

事業概要
企業の成長・拡大を通した生産性向上や賃上げを促すために、中小企業等が
行う、既存事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への新規参入にかかる設
備投資等を支援。

基本要件

補助上限
従業員数20人以下 2,500万円（3,000万円）
従業員数21～50人 4,000万円（5,000万円）
従業員数51～100人 5,500万円（7,000万円）
従業員数101人以上 7,000万円（9,000万円）

 ※補助下限750万円

※大幅賃上げ特例適用事業者（事業終了時点で①事業場内最低賃金＋50円、
②給与支給総額＋6%を達成）の場合、補助上限額を上乗せ。（上記カッコ内の
金額は特例適用後の上限額。）

補助上限、補助率等
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（問い合わせ先） 産業部中小企業課 TEL：06-6966-6023
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（問い合わせ先） 中小企業省力化投資補助事業コールセンター TEL：0570-099-660

中小企業省力化投資補助事業 3,000億円 ※中小企業等事業再構築促進基金を活用 令和6年に再編 

簡易で即効性のある省力化投資 特徴
オーダーメイド性のある
多様な省力化投資

カタログに掲載された
省力化効果のある汎用製品

補助
対象

個別現場の設備や事業内容に
合わせた設備導入・システム構築

最大1500万円
補助
上限

最大１億円

随時申請受付中
申請
機会

公募回制（年４回程度）

⚫ 人手不足解消に効果のある「省力化投資」を後押しするための支援です。
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◆カタログ注文型 （問い合わせ先） 中小企業省力化投資補助事業コールセンター TEL：0570-099-660
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補助率・補助上限額等 申請から事業完了までの流れ

随時申請受付

◆カタログ注文型

申請受付方式

（問い合わせ先） 中小企業省力化投資補助事業コールセンター TEL：0570-099-660



中小企業省力化投資補助金（4/7）
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補助金の活用事例

◆カタログ注文型

（注）活用事例は、補助事業実施計画を元に中小企業庁で記載。画像は導入製品イメージであり、実際に導入した製品とは異なる。

活用事例は、https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/wgkaisai/shouryokukatousi_dai1/siryou2.pdf より抜粋

（問い合わせ先） 中小企業省力化投資補助事業コールセンター TEL：0570-099-660

小売業（ガソリンスタンド）

• 事務所内でしかできなかった給油許可
を、SS敷地内であればどこからでもでき
るタブレット型給油許可システムを導入

・スタッフが事務所内に常駐する必要なし

・車の清掃など業容拡大が見込まれる

・地域インフラとして24時間営業維持も可能に

飲食業

• ホールスタッフが行っている注文・会計
業務の代替として、券売機を導入

・ホールスタッフが最低２名必要
→１名でも営業が可能に

製造業（自動車・同附属品製造業）

• 従業員が倉庫から人手で運び出していた
部品運搬業務を、無人搬送車で代替

・従業員の残業によりカバーしていた
業務が削減され、残業問題解消へ

宿泊業

• 人手で行っているロビー、廊下の清掃業
務の代替として、清掃ロボットを導入

・２名分の清掃業務が削減され、
他の業務に専念することが可能に

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/wgkaisai/shouryokukatousi_dai1/siryou2.pdf


中小企業省力化投資補助金（5/7）
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◆一般型

人手不足に悩む中小企業等の皆さまに対し、個別の現場や事業内容等に合わせた設備導入・システム構築
等の多様な省力化投資を支援。

（問い合わせ先） 中小企業省力化投資補助事業コールセンター TEL：0570-099-660
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補助率・補助上限額等

公募回制

※公募要領は公開済

※３月19日申請受付開始、３月31日申請締切予定

◆一般型

申請から事業完了までの流れ

申請受付方式

（問い合わせ先） 中小企業省力化投資補助事業コールセンター TEL：0570-099-660



中小企業省力化投資補助金（7/7）
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お問い合わせ窓口

■補助金事務局ホームページ
https://shoryokuka.smrj.go.jp/

■補助事業（カタログ注文型・一般型）コールセンター
ナビダイヤル 0570-099-660
IP電話等からのお問合せ先 03-4335-7595

受付時間：9:30～17:30／月曜～金曜（土日祝除く）

■カタログ登録サポートセンター
  電話:03-6746-1530

受付時間：9:30～17:30／月曜～金曜（日祝除く）

※各都道府県にインフォメーション窓口も設置しています
（詳しくは以下の補助金HPをご確認下さい）

【オンライン開催】

■日時：3月28日(金)
13:00-14:50

■内容：
13:00-13:20

       中小企業向け投資支援策について
13:20-14:50

       人手不足に効く！省力化投資のススメ
～中小企業省力化投資補助金(カタ
ログ型・一般型)活用法～    

■申込み：
補助金事務局ホームページ内
「全国の説明会」に申込みページがございます。

※詳細はHPでご確認下さい

省力化補助金説明会
開催のご案内

（問い合わせ先） 中小企業省力化投資補助事業コールセンター TEL：0570-099-660



ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（ものづくり補助金）（1/2） （問い合わせ先） ものづくり補助金事務局サポートセンター TEL：050-3821-7013

20



ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（ものづくり補助金）（2/2）

21

（問い合わせ先） ものづくり補助金事務局サポートセンター TEL：050-3821-7013
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• IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、デジタル化やＤＸ等に向けた
ITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金。

• 2025事業では、最低賃金引上げへの対応促進に向けて最低賃金近傍の事業者の補助率を増加。更に、IT活用
の定着を促す導入後の”活用支援”の対象化やセキュリティ対策支援を強化。 ※赤字は令和６年度補正予算での拡充点

インボイス枠

補助上限

補助率

対象経費

活用
イメージ

通常枠
複数社連携
IT導入枠 電子取引類型

商店街など、複数の中小・
小規模事業者で連携して

ITツール等を導入

(a)インボイス枠対象経費：
同右

(b)消費動向等分析経費：
 50万円×グループ構成員数

(a)+(b）
合わせて3,000万円まで

(c)事務費・専門家費：200万円

セキュリティ
対策推進枠

ITツールを導入して、
業務効率化やDXを推進

ITツール等を導入して、
インボイス制度に対応

発注者主導でITツー
ルを受注者に共有し、
取引先のインボイス

対応を促す

サイバーセキュリティ
対策を進める

ITツール：
１機能：～50万円
２機能以上：～350万円

PC・タブレット等：
～10万円
レジ・券売機等：
～20万円

～350万円 5万円～150万円

(a)インボイス枠対象経費：
同右

(b)・(c)：2/3

～50万円以下：3/4
(小規模事業者：4/5)

50万円～350万円：2/3

ハードウェア購入費：1/2

クラウド利用料
（最大2年分）

サイバーセキュリティ
お助け隊サービス
利用料
（最大2年分）

中小企業：2/3

大企業：1/2

中小企業：1/2
中小企業：1/2

小規模事業者：2/3

最低賃金近傍の事業者：2/3

(3か月以上地域別最低賃金+50円
以内で雇用している従業員が全従業員
の30％以上であることを示した事業者)

ITツールの業務プロセスが
1～３つまで：
5万円～150万円

4つ以上：
150万円～450万円

ソフトウェア購入費、クラウド利用料（最大2年分）、
導入関連費（保守運用やマニュアル作成等のサポート費用に加えて、

IT活用の定着を促す導入後の”活用支援”も対象化）

ハードウェア購入費

インボイス対応類型

単独申請可能なツールの拡大

「IT導入補助金2025」の概要（令和6年度補正）

（問い合わせ先） IT導入補助金事務局コールセンター TEL：0570-666-376
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• 補助金申請者（中小企業・小規模事業者等）は、IT導入補助金事務局に登録された「IT導入支援事業者」（ITツー

ルを提供するベンダー）からのサポートを受けて申請する。

IT導入補助金事務局

• 制度の構築、申請内容の確
認、審査、検査を行う

＜共同事業体＞

IT導入支援事業者
（ITベンダー・サービス事業者等）

• IT導入補助金事務局にIT導入支援事業者登録
申請・ITツール登録申請を行う

• 申請者／補助事業者に対してITツールを販売し、
導入・活用のサポートを行う

審査・登録及び
各種指導

審査・補助金交付

補助金交付申請

・ITツールの購入
・補助金申請の相談
・補助事業支援要請
・アフターサポート要請

・ITツールの販売
・補助金申請サポート
・補助事業支援
・アフターサポート

IT導入支援事業者登録申請
ITツール登録申請

補助金申請者・補助事業者
(中小企業・小規模事業者等※)

• 補助金申請・審査・採択・交付決定を経て、
ITツールの契約・購入を行い、補助金を受け取る

※インボイス枠電子取引類型では、大企業も含む。

補助スキーム

（問い合わせ先） IT導入補助金事務局コールセンター TEL：0570-666-376
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（問い合わせ先） IT導入補助金事務局コールセンター TEL：0570-666-376

（参考）

サービス等生産性向上IT導入支援事業
事務局ポータルサイト

■補助金事務局HP：https://it-shien.smrj.go.jp/
■IT導入補助金2025 概要資料：https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_it_summary.pdf

https://it-shien.smrj.go.jp/
https://it-shien.smrj.go.jp/
https://it-shien.smrj.go.jp/
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_it_summary.pdf


小規模事業者持続化補助金（持続化補助金）（１/４）
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（問い合わせ先） 産業部中小企業課 TEL：06-6966-6023

持続化補助金の概要



小規模事業者持続化補助金（持続化補助金）（２/４）
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（問い合わせ先） 産業部中小企業課 TEL：06-6966-6023

持続化補助金（一般型通常枠）



小規模事業者持続化補助金（持続化補助金）（３/４）
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（問い合わせ先） 産業部中小企業課 TEL：06-6966-6023

持続化補助金（創業型）
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（問い合わせ先） 産業部中小企業課 TEL：06-6966-6023

スケジュール
■第17回（一般型通常枠）、第1回（創業型）公募

公募要領（暫定版）公開 ：２０２５年３月４日
申請受付開始 ：２０２５年５月１日
申請受付締切 ：２０２５年６月１３日１７時 ※予定
事業支援計画書（様式４）発行の受付締切：２０２５年６月３日 

事務局HP
■一般型通常枠

商工会地区 https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/
商工会議所地区 https://r6.jizokukahojokin.info/

■創業型
https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/

■一般型災害支援枠
商工会地区 https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/saigai/index.html
商工会議所地区 https://r6.jizokukahojokin.info/noto/

小規模事業者持続化補助金（持続化補助金）（４/４）

https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/
https://r6.jizokukahojokin.info/
https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/
https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/saigai/index.html
https://r6.jizokukahojokin.info/noto/


省エネ補助金（1/4）
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⚫ エネルギーコスト高対応と、カーボンニュートラルに向けた対応を同時に進めていくため、工場全体の省エ
ネ（Ⅰ）、製造プロセスの電化・燃料転換（Ⅱ）、リストから選択する機器への更新（Ⅲ）、エネルギーマ
ネジメントシステムの導入（Ⅳ）の４つの類型で、企業の投資を後押し。

⚫ Ⅰ型に中小企業投資促進枠を創設するなど、ＧＸへの取組の第一歩として省エネを強力に促進する。

省エネ・非化石転換補助金 【国庫債務負担行為含め総額 2,375億円】
※令和６年度補正予算案額：600億円

【キュポラ式】※コークスを使用 【誘導加熱式】※電気を使用

• 従来、平釜を個別に熱して塩を製造していたところ、連結型の立釜に更新。

• 釜の排熱を、他の釜の熱源に再利用できるよう、事業所全体の設備・設計を見
直し。３年で37.1％の省エネを実現予定。

【平釜】 【立釜】 ※複数の釜を連結して排熱再利用

【高効率空調】【業務用給湯器】 【産業用モータ】

（Ⅱ）
電化・
脱炭素
燃転型

• 電化や、より低炭素な燃料への転換を伴う機器への
更新を補助

• 補助率：1/2

• 補助上限額：３億円 等

※中小企業のみ工事費を補助対象に追加

（Ⅰ）
工場・
事業場
型

• 工場・事業所全体で大幅な省エネを図る取り組みに
対して補助

• 補助率：1/2（中小）1/3（大） 等

• 補助上限額：15億円 等

※中小企業投資枠等を追加
※旧ＡＢ類型

（Ⅲ）
設備
単位型

• リストから選択する機器への更新を補助

• 補助率：1/3

• 補助上限額：１億円

※省エネ要件を追加※旧Ｃ類型

（Ⅳ）
EMS型

• EMSの導入を補助

• 補助率：1/2（中小）1/3（大）

• 補助上限額：１億円

※省エネ要件を見直し

【見える化システムによるロス検出】 【AIによる省エネ最適運転】

（問い合わせ先） 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
                        TEL：06-6966-6051



省エネ補助金（2/4）
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（問い合わせ先） 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
                        TEL：06-6966-6051



省エネ補助金（3/4）
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（問い合わせ先） 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
                        TEL：06-6966-6051



省エネ補助金（4/4）
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（問い合わせ先） 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
                        TEL：06-6966-6051



申請の流れと支援措置

中小企業者等
認定

申請

経
営
力
向
上
計
画

国（事業分野別
の主務大臣）

経営力向上計画とは

概要と目的

⚫人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資による生産性向上など、自社の経営力を向上するため実施する
計画を策定し、「経営力向上計画」として国の認定を受けることができます。

⚫「経営力向上計画」を認定された事業者は、税制措置や政府系金融機関による金融支援等を受けることが可能となります。

経営力向上計画/中小企業経営強化税制（１/４） （問い合わせ先） 経営力向上室 TEL：06-6966-6036

（出典）中小企業庁HP

④事業承継に係る準備金の積立（損金算入）

⑤業法上の許認可の承継等の法的支援

①法人税額控除・特別償却（即時償却）

②資金繰り支援（融資・信用保証等）

③補助金等の優先採択

中小企業経営強化税制

33

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html


① 導入する設備が各類型の要件を満たしていることについて工業会証明書又は経済産業局確認書の交付を受けます。

② ①で取得した必要書類を添付の上、経営力向上計画を事業分野別の主務大臣に申請します。認定を受けた場合、主務大臣から計画
認定書と計画申請書の写しが申請者に交付されます。

③ 認定を受けた経営力向上計画に基づき取得した経営力向上設備等については、税法上の要件を満たす場合には税務申告において税制
上の優遇措置の適用を受けることができます。 ※税務申告に際しては、②の経営力向上計画及び計画認定書（いずれも写し）を添付してください。

所轄の税務署

中小企業者等

③税務申告

②経営力向上計画の

申請・認定

※確認書の申請前に事前確認機関による

事前確認を受ける必要があります。

工業会証明書：工業会等
確認書：経済産業局（※）

国（事業分野別の主務大臣）

経営力向上計画/中小企業経営強化税制（２/４） （問い合わせ先） 経営力向上室 TEL：06-6966-6036

・青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得等して指定
事業の用に供した場合、特別償却又は税額控除を選択適用することができます。

  ※１ 詳細は、中小企業経営強化法に基づく支援措置活用の手引きP3 をご確認ください。

【中小企業経営強化税制 概要】

【中小企業経営強化税制 適用の流れ】

（出典）中小企業経営強化法に基づく支援措置活用の手引き

①工業会証明書又は

確認書の発行

34

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf


令和7年度税制改正により、暗号資産マイニング業が対象外に

経営力向上計画・中小企業経営強化税制（１/５）経営力向上計画/中小企業経営強化税制（３/４） （問い合わせ先） 経営力向上室 TEL：06-6966-6036

※１ 発電用の機械装置、建物、建物附属設備につ
いては、発電量のうち、販売を行うことが見込ま
れる電気の量が占める割合が２分の１を超える発
電設備等を除く。また、発電設備等について税制
措置を適用する場合は、経営力向上計画の認定申
請時に報告書を提出す る必要。 

※２ 医療保健業を行う事業者が取得又は製作をす
る器具備品（医療機器に限る）、建物、建物附属
設備を除く。

 ※３ ソフトウェアについては、複写して販売す
るための原本、開発研究用のもの、サーバー用Ｏ
Ｓのうち一定のものなどを除く。

 ※４ コインランドリー業（主要な事業であるも
のを除く。）の用に供する資産でその管理のおお
むね全部を他の者に委託するもの又は暗号資産マ
イニング業の用に供する資産を除く。

(出典)令和７年度(2025年度) 経済産業関係 税制改正について 35

https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025r.pdf
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経営力向上計画についてのご質問

経営力向上計画に係る認定申請書は、計画で取り組む事業分野の所管省庁に提出してください
※申請に係るご質問も提出先の省庁にお問い合わせください

※申請先省庁・問い合わせ先が不明の場合は「事業分野と提出先（中小企業庁）」をご確認ください

※近畿経済産業局を提出先とする経営力向上計画の申請書作成にあたってのご質問
近畿経済産業局 産業部 創業･経営支援課 経営力向上室
TEL：06-6966-6036（平日9:30～11:30、13:30～16:30）/ 近畿経済産業局のホームページはこちら

税制措置についてのご質問

中小企業税制サポートセンター
TEL：03-6281-9821（平日9:30～12:00、13:00～17:00）

中小企業庁 事業環境部 財務課（「事業承継等」について）
TEL：03-3501-5803（平日9:30～12:00、13:00～17:00)

経営力向上計画/中小企業経営強化税制（４/４） （問い合わせ先） 経営力向上室 TEL：06-6966-6036

参考資料

経営力向上計画策定の手引き 税制措置・金融支援活用の手引き
経営力向上計画記載例（中小企業庁）

経営力向上計画記載例（中小企業庁）
中小企業庁ホームページ
（経営力向上支援）

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/download/jiigyouteisyutu.xlsx?0208
https://www.kansai.meti.go.jp/keieiryokukoujyou.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_keieiryoku.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ninteisinseisyo.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ninteisinseisyo.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
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（問い合わせ先） 国際部通商課課 TEL：06-6966-6034

○民生技術への関心の高まりと経済安全保障の重要性

経済安全保障の観点からの技術流出対策について

⚫ 近年、国際関係において地政学的競争が激化。国家安全保障の対象は、経済等まで拡大。

⚫ 国家安全保障上の主要な目的の一つは、主権と独立、国内・外交に関する政策を自主的に決定で
きる国であり続けること。目的達成のために、外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力を主な
要素とする「総合的な国力」を用いた、戦略的なアプローチが必要。

⚫ 経済的手段を用いた脅威の存在を踏まえ、自律性、優位性、不可欠性の確保等に向けた措置を講
じ、平和、安全、繁栄等の国益を確保する経済安全保障政策の推進が重要に。

⚫ 従来、軍事技術＝先端技術であり、国家により開発された先端的な軍事技術が、民生技術にスピ
ンオフされるという構図。

⚫ 近年、研究開発は民間投資が主導。先端分野の多くで民生技術が先行しており、民生技術と軍事
技術の垣根もなくなりつつある。

⚫ 自立性や不可欠性基盤は、民間の優れた技術。ゆえに狙われている。
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⚫ 産業支援策及び産業防衛策を有機的に組み合わせ（Run Faster戦略）ながら、同志国・地域とも協力し、官民連携で、具体
的取組を実施するためにアクションプランを整理、提示。

⚫現下の地政学的な変化、破壊的な技術革新の中、各国は国力増大のため、「経済安全保障」の切り口で施策強化

⚫技術力をてこに、資源制約を乗り越え、経常収支バランスを確保してきた我が国において、今こそ取組強化が重要

1 産業支援策

◆設備投資支援

◆研究開発支援 等

2 産業防衛策

◆輸出管理（含む装備移転三原則）

◆投資管理（審査補強を検討中）等

3 国際枠組みの構築
産業界との対話

◆日米経済版「２＋２」

◆Ｇ７ 等

経済安全保障に関する産業・技術基盤の強化（基本的考え方）
1. 「経済安全保障」に係る社会的要請

2. 経済安全保障推進法の成立（2022年5月）：平和と安全、経済的な繁栄等に向け、自律性の向上、優位
    性・不可欠性の確保に資する取組を法制化

3. 「産業・技術基盤強化アクションプラン」の策定

2024年7月に新たに「貿易経済安全保障局」を設置し、司令塔として、上記施策を総合的に推進

その基盤として、経済インテリジェンスと情報保全（セキュリティ・クリアランス）を強化

＜貿易経済安全保障局のミッション＞

国際ルール形成を主導し、世界のテクノロジーサプライチェーンの中核となる日本を創る。

②経済安全保障重要技術育成
プログラム

③ 基幹インフラの事前届出制度 ④ 特許出願非公開制度① サプライチェーン強靭化

経済安全保障の観点からの技術流出対策について（２/４）
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経済安全保障の観点から重視すべき物資・技術の整理

経済安全保障の観点からの技術流出対策について（３/４）

※経済安全保障に関する産業・技術基盤強化アクションプラン改訂版 より編集

不可欠性の維持

複合機

光ファイバー

高性能な電子部品

組込みソフトウェア・システム

半導体製造装置・部素材
高性能パワー半導体・マイコン等

＜コンピューティング分野(例)＞ ＜クリーンテック分野(例)＞

ヨウ素

封止技術

水素還元製鉄技術

液体リチウム電池（三元系）

正負極バインダー

＜バイオテック分野(例)＞

検査機器

CT/MR/内視鏡

細胞治療薬の製造
（iPS細胞など）

分析装置

分離・精製技術
（分離膜など）

＜3分野以外(例)＞

航空機部素材 等
（炭素繊維・エンジン用素材）

工作機械・産業用ロボット

品質安定化ノウハウ、
すり合わせ技術
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経済安全保障の観点からの技術流出対策について（４/４）
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【ご参考】必ずチェック！ 最低賃金！ ～働く人と雇う人のためのルールです！～ （問い合わせ先） 大阪労働局 労働基準部 賃金課 TEL：06-6949-6502

① 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額

② 日給制の場合 日給 ÷ １日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額

③ 月給制の場合 月給 ÷ １年間における１か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額

④ 出来高給（請負給）
の場合

賃金算定期間（賃金締切期間）に支払われた総額 ÷その期間に出来
高制によって労働した総労働時間 ≧ 最低賃金額

①～④が混在 各賃金の１時間あたりを算出し合計した額 ≧ 最低賃金額

最低賃金との比較方法（計算方法）について

大阪働き方改革推進支援・
賃金相談センター

●社労士等の労務管理の専
門家が会社の「働き方改
革」や賃金引上げを無料で
支援します！

賃金引上げ特設ページ

●賃金引上げに向けた支援
策等を掲載しています。

最低賃金に関するお問い合
わせは大阪労働局または最
寄りの労働基準監督署へ
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